
Q4-10-03-00-10AC 

 

1 

作成：ヘルパーステーションくろさわ 2004.9.7 変更：2024.4.1 

重要事項説明書 

（訪問介護・予防訪問介護サービス・介護保険外独自サービス） 

 

１．当事業所が提供するサービスについての相談窓口 

＊ ご不明な点は何でもお尋ねください。 

 

２．ヘルパーステーションくろさわの概要 

（１）提供できるサービスの種類と地域 

事業所名 ヘルパーステーションくろさわ 

所在地 群馬県高崎市中居町４-３-２５ 

介護保険指定番号 訪問介護（群馬県１０７０２００１９９号） 

サービスを提供する地域＊ 高崎市・安中市・藤岡市・玉村町・神流町・上野村 

＊ 上記地域以外の方でもご希望の方はご相談下さい。 

 

（２）当事業所の職員体制 

 資 格 常 勤 非常勤 計 

管理者 介護福祉士 １名 ０名 １名 

サービス提供責任者 介護福祉士 5名 0名 5名 

従業者 

介護福祉士 8名 0名 8名 

１～２級及び 

介護職員初任者研修終了者 1名 2名 3名 

 

（３）サービスの提供時間 

 ＜月～土曜・祝日＞  

訪問介護及び 

介護保険外独自サービス 

通常時間帯 

8:00～18:00 

早朝 

6:00～8:00 

夜間 

18:00～22:00 

予防訪問介護サービス 8:00～17:30 

＊ 時間帯により料金が異なります。＊ 上記の時間はあくまでも原則です。 

 

３．サービス内容 

 ＜訪問介護＞ 

（１）身体介護…食事介助・入浴介助・排泄介助・清拭・体位変換・散歩・移動介助     

        自立支援見守り援助 等 

（２）生活援助…買物・調理・掃除・洗濯 等 （ご利用者様ご本人の物に限ります） 

（３）通院等乗降介助…自宅から病院等の送迎 

＜予防訪問介護サービス (要支援の方対象)＞ 

 入浴・排泄・食事の介護その他の生活全般にわたる支援(買物・調理・掃除・洗濯等) 

＜介護保険外独自サービス(自費)＞ 

 上記サービス全般(介護タクシーを含む) 

電話 ０２７-３５３-６６７８ 担当 露木 寿子 
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４．利用料金 

（１）利用料 

介護保険からの給付サービスを利用する場合は、利用料のうち各利用者の負担割合に

応じた金額となります(保険者より発行の介護保険負担割合証をご確認ください)。た

だし、介護保険の給付の範囲を超えたサービス利用は全額自己負担となります。 

利用料についての詳細と介護保険給外独自サービス(自費)利用料については別紙１～

４に記載しております。 

 

（２）交通費 

  訪問介護・通院等乗降介助サービスをご利用の際は距離に応じて交通費(定額運賃)が

発生致します（別紙参照）。 

それ以外のサービスにおいては以下の通りです。 

前記２の（１）のサービスを提供する地域にお住まいの方は無料です。それ以外の地

域の方は職員が訪問する為の下記交通費が必要です。 

事業の実施地域を越えた所から、片道 10km未満の場合        ２００円 

事業の実施地域を越えた所から、片道 10km以上 15km未満の場合   ３００円 

事業の実施地域を越えた所から、片道 15km以上 20km未満の場合   ４００円 

事業の実施地域を越えた所から、片道 20km以上の場合は 1km増える毎に５０円加算 

 

（３）キャンセル 

サービスをキャンセルする場合は下記電話番号へご連絡ください。 

次のような場合キャンセル料が発生致します。 

① 訪問後、ご利用者様のご都合によりサービスの提供が行えなかった場合 

② 訪問時、ご利用者様がご不在の場合 

＊尚、体調の急変等やむを得ない場合はこの限りではありません。 

連絡先 ０２７-３５３-６６７８ キャンセル料 １，０００円 

 

（４）その他 

① ご利用者様の住まいで、サービスを提供するために使用する水道・ガス・電気等

の費用はご利用者様のご負担になります。 

② 毎月１０日以降に前月分の請求を致しますので、事前に決められた方法で当月内

にお支払いください。 

 

５．サービスの利用方法 

（１）サービスの利用開始 

事前に担当の介護支援専門員にご相談ください。 

介護保険外独自サービス(自費)の場合は当事業所とご相談ください。 

（２）サービスの終了 

① ご利用者様のご都合でサービスを終了する場合 

サービスを終了する日の１週間前までに文書でお申し出ください。 
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② 当事業所の都合でサービスを終了する場合 

人員不足等やむを得ない事情により、サービスの提供を終了させていただく場合が

ございます。その場合は終了１ヶ月前までに文書で通知させていただきます。 

③ 自動終了 

以下の場合は、双方の通知がなくても自動的にサービスを終了致します。 

・ご利用者様が介護保険施設等に入所した場合 

・介護保険給付でサービスを受けていたご利用者様の要介護度・要支援区分が、非

該当と認定された場合。総合事業サービスにおいては事業対象者非該当と認定さ

れた場合。 

・ご利用者様がお亡くなりになった場合 

④ その他 

・当事業所が正当な理由なくサービスを提供しない場合、守秘義務に反した場合、

ご家族に対して社会通念を逸脱する行為を行った場合、または当事業所が破産し

た場合は、ご利用者様からの通知することにより契約を終了することが出来ます。 

・ご利用者様がサービス利用料金の支払いを 1 ヶ月以上遅延し、料金を支払うよう

催促したにもかかわらず１０日以内に支払わない場合、またはご利用者様やご家

族等が当事業所や当事業所の職員に対して本契約を継続し難いほどの背信行為を

行った場合は、契約解除をさせていただきます。 

※別紙５をご参照、ご了承ください 

 

６．秘密保持 

（１）事業者、訪問介護員および事業者の使用する者は、サービス提供をする上で知り得

たご利用者様及びそのご家族に関する秘密を、正当な理由なく第三者に漏らしませ

ん。この守秘義務は契約終了後も同様です。 

（２）事業者は良好なサービスを提供する為、ご利用者様及びそのご家族の個人情報をサ

ービス担当者会議等において、用いることがあります。 

７．当事業所の特徴等 

＜運営の方針＞ 

事業所の訪問介護員等はご利用者様の心身の特性を踏まえて、その有する能力に応じ

自立した日常生活を営むことができるよう、入浴・排泄・食事の介助その他の生活全

般にわたりサービスを行います。 

 

 

 

 

事   項 有無  

ホームヘルパーの変更の可否 ○ 変更を希望される方はお申し出ください。 

男性ヘルパーの有無 ○  

職員への研修の実施 ○ 月１回継続研修を実施しています。 

その他  ＩＳＯ９００１認証取得 
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８．緊急時の対応方法 

サービスの提供中に容態の変化等があった場合は速やかに、主治医・救急隊・親族・

居宅介護支援事業者等へ連絡を行うとともに、必要な措置を講じます。 

 

９．事故発生時の対応 

サービス提供中に事故が発生した場合は親族、主治医、居宅介護支援事業者等に連絡

を行うとともに市町村への届け出をする等、再発を防ぐために必要な措置を講じます。

前項の事故の状況及び事故に際して講じた処置の記録を完結の日から５年間、保管い

たします。また、賠償すべき事故が発生した場合は、速やかに損害賠償を行います。 

なお、損害賠償保険に加入しております。 

 

１０．第三者評価の実施状況 

当ステーションは下記の第三者評価を受けております。 

（１）一般社団法人 日本能率協会 ISO9001          

（２）一般財団法人 日本情報経済社会推進協会プライバシーマーク  

 

１１．サービス内容に関する苦情 

（１）事業所ご利用者様相談・苦情担当 

担当 露木 寿子   電話番号  ０２７-３５３-６６７８ 

（２）その他 

当事業所以外に市町村の相談・窓口等に苦情を伝えることが出来ます。 

□高崎市役所 介護保険課      電話 ０２７-３２１-１２５０（直通） 

□安中市役所            電話 ０２７-３８２-１１１１（代表） 

  □藤岡市役所 健康福祉部介護高齢課  電話 ０２７４-４０-２２９２ 

  □玉村町   健康福祉部介護高齢課  電話 ０２７０-６４-７７０５ 

□群馬県国民健康保険団体連合会    電話 ０２７-２９０-１３１９ 

□群馬県福祉サービス運営適正化委員会 電話 ０２７-２５５-６６９９ 

 

 

１２．虐待防止について 

利用者の人権の擁護・虐待防止等のために次に掲げる措置を講じます。 

(１) 虐待防止に関する責任者を選定しています。 

虐待防止に関する責任者  (管理者)  露木 寿子    

(２)連絡・通報を受けた際に、適切に対応するための体制整備を行います。 

(３)職員に対する虐待防止を啓発・普及するための研修を実施しています。 

(４)成年後見制度の利用を支援します。 

(５)市町村、高齢者あんしんセンター、警察等との虐待等における通報先との連携・協

力に努めます。 
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１３．身体拘束等の適正化について 

(１)事業所は、当該利用者又は他の利用者等の生命又は身体を保護するための緊急やむ

を得ない場合を除き、身体拘束、その他の利用者の行動を制限する行為は行いません。 

(２)やむを得ず身体拘束を行う際には、本人又は家族に対して、身体拘束の内容、理由、

期間等について説明し同意を得たうえで、その容態及び時間、その際の利用者の心身

状況並びに緊急やむを得ない理由を記録いたします。 

 

１３．暴言・暴力・ハラスメントについて 

暴言・暴力・ハラスメントに対するために次に掲げる措置を講じます。 

(１)暴言・暴力・ハラスメントに対する組織・地域での適切な対応を図るとともに、法

人内に責任者を選定しています。 

ハラスメントに関する法人責任者  大森 重宏(黒沢病院・医師)   

(２)職員に対する暴言・暴力・ハラスメントを防止し、啓発・普及するための研修を実

施しています。 

(３) 職員に対してご利用者やその家族から暴言・暴力・ハラスメント行為があった場合

解約するだけでなく、法的な措置とともに損害賠償を求めることがあります。  

 

１４．業務継続計画・感染症まん延予防対策について 

 感染症や非常災害の発生において、早期に適切な対策がとれるよう、必要な体制、 

計画整備しています。 

 （１）研修及び訓練を定期的に開催いたします。 

 （２）計画や体制は定期的に見直し、必要に応じて変更を行います。 

 

１５．その他留意事項 

 （１）サービス提供にあたっては提供のスペースの確保、ペットを放し飼いにしない等

の安全確保、手洗い場の提供など介護環境の整備にご協力をお願い致します。 

 （２）介護保険サービスはご利用者様ご本人に対するサービスに限られており、ご家族

様等へのサービスを行う事は禁止されております。 

(指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に対する基準・省令第 25条) 

 

１６．同意の確認方法について 

この重要事項説明書の内容及の同意については、ご利用者様、代理人、またはそのご

家族の代表者様の署名にて同意されたものとします。 

 

１７．個人情報の取り扱いについて 

当事業所ではご利用者様及びご家族様等の個人情報を以下のように取り扱います。

下記の内容をご確認いただき、同意の上、利用申し込みいただきますようにお願い

申し上げます。 
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１．利用目的 

１． ご利用者様へ適切な介護・医療サービスの提供のため 

２． 当事業所事務・管理を適切に行うため 

３． 法令・行政上の業務への対応のため 

４． 保険請求業務のため 

５． ご家族への身体状況・病状説明のため 

上記以外の利用目的 

１介護事業所・医療機関等の管理運営業務のうち 

 一介護・医療サービスや業務の維持・改善のための基礎資料 

 一医師・看護師・薬剤師・検査技師・放射線技師・理学療法士・栄養士・ケアマネ・ヘルパー・ 

医療事務等の学生実習への協力 

     一症例検討・研究及び剖検・臨床病理検討会等の死因検討 

     一研究、治験及び市販後臨床試験の際は、関係する法令、指針に従う 

     一治療経過及び予後調査、満足度調査や業務改善のためのアンケート調査 

     一安全・防犯のための監視カメラによるモニタリング 

   ２研修会・学会・医学誌等への発表 

    特定の患者・利用者・関係者の症例や事例の学会、研究会、研修会、学会誌等での報告は氏名、生年月

日、住所等を消去する事で匿名化する。匿名化困難な場合は、本人の同意を得る。 

以上の目的以外でご利用者様の情報を利用する場合、ご利用者様ご本人に個別理由を説明し同意を得た

うえで行うものといたします。ただし、緊急の場合等、当事業所が必要だと判断した場合は利用を優先

し後ほどご説明させていただきます。 

２．個人情報の第三者提供について 

ご利用者様及びご家族様の個人情報は、あらかじめご利用者様の同意をいただくことなく、外部に提供する 

ことはありません。ただし、以下の利用目的に該当する場合は、ご利用者様から特にお申し出がない限り、 

介護・医療サービスを提供するための通常業務として必要な範囲において、ご利用者様の個人情報を 

第三者に提供する場合があります。   

（ア） 介護・医療の提供のため、他の医療機関等との連携を図ること 

（イ） 介護・医療の提供のため、外部の医師等の意見・助言を求めること 

（ウ） 介護・医療の提供のため、他の医療機関等からの照会があった場合にこれに応じること 

（エ） ご利用者様への介護・医療の提供に際して、ご家族等への身体状況・病状の説明を行うこと 

※介護保険に関しては、ケア会議等事業機関及び連携施設等の連絡会議の資料として個人情報を使う可能性がある。 

３．業務委託について 

   介護・医療を提供するに当たり、業務の一部を外部に委託しています。委託先に対しては、契約等 

にて個人情報保護に関する監督を行っております。主な業務委託の内容は次の通りです。 

検査業務、清掃業務、情報システム管理、廃棄物処理等 

 ４．ご利用者様の権利 

    当事業所の管理する全ての個人情報については、ご本人による開示請求・訂正・削除・利用停止等を 

求めることが可能です。個人情報相談窓口までご相談ください。 

 

                                  医療法人 社団美心会 

                                  理事長 黒澤 功 

                                  個人情報保護管理者 和田 祐一 

                                  個人情報相談窓口 027－352－9000 
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■個人情報の取り扱いについて           □同意する   □同意しない 

● 万一上記の事項についてご同意をいただけない場合には、適切な介護・医療サービスの提供に支障が出

る場合がございます。 

● 上記利用目的のうち、同意しがたい事項がある場合にはその旨をお申し出下さい。また、同意いただい

た後でも個別に不同意の表明をすることが可能です。 

 

ご家族等代表者様 同意署名欄                          

 

 

    年    月    日 

 

サービスの提供開始にあたり、ご利用者様に対して本書面に基づいて重要な事項を説明し

ました。 

 

事業者       <所在地> 高崎市中居町４-３-２５ 

<名 称> 医療法人 社団美心会 ヘルパーステーションくろさわ

  

 

<説明者>                   

 

私は本書面により、事業者から訪問介護についての重要事項の説明を受けました。 

 

利用者      <住 所>  

 

<氏 名>                   

 

代理人      <住 所> 

 

<氏 名>                （続柄等      ） 

 

立会人     <住 所> 

 

<氏 名>                （続柄等      ） 


